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見込評価(中期目標期間実績評価)

中期目標期間

日本司法支援センター評価委員会

１．評価対象に関する事項

４．その他評価に関する重要事項

　特になし。

日本司法支援センター

評価対象事業年度

法人名

２．評価の実施者に関する事項

３．評価の実施に関する事項

　平成２９年７月４日に開催した日本司法支援センター評価委員会第５１回会議において，日本司法支援センター理事長・監事その他担当者からのヒアリングを
実施した。

　なお，本中期目標期間中，以下のとおり，日本司法支援センターの各事務所について事務視察を実施した。
　・平成２６年１１月１９日　日本司法支援センター岐阜地方事務所及び中津川地域事務所
　・平成２７年１２月　１日　日本司法支援センター静岡地方事務所沼津支部及び下田地域事務所
　・平成２８年１１月２９日　日本司法支援センター千葉地方事務所及び牛久地域事務所

第３期中期目標期間（最終年度の実績見込を含む。）

平成２６～２９年度
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